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議案質疑

◆
行
政
組
織
条
例
の
一
部
改
正

効
率
的
か
つ
効
果
的
な
市
政
運

営
の
推
進
を
図
る
た
め
、組
織

改
正
を
行
う
も
の

Ｑ
　
高
齢
者
の
生
活
全
般
の
支

援
を
し
て
き
た
高
齢
者
支
援
課

と
介
護
保
険
課
が
分
割
さ
れ
る

こ
と
の
影
響
は
。

Ａ
　
相
談
業
務
な
ど
の
事
務
量

の
増
加
に
伴
い
、よ
り
き
め
細

や
か
な
対
応
が
必
要
と
な
る
た

め
、業
務
内
容
に
沿
っ
て
事
務

を
分
割
し
、効
率
的
な
業
務
運

営
を
図
る
も
の
で
あ
る
。な
お
、

両
課
は
改
修
後
も
同
じ
フ
ロ
ア

で
事
務
を
行
う
こ
と
か
ら
分
割

に
よ
る
影
響
は
な
い
。

Ｑ
　
新
た
に
創
設
さ
れ
る
こ
ど

も
支
援
部
に
学
童
保
育
室
に
関

す
る
事
務
を
戻
す
理
由
は
。

Ａ
　
こ
ど
も
支
援
部
は
、子
ど

も
に
関
す
る
諸
課
題
に
対
し
、

一
元
的
に
取
り
組
む
も
の
で
あ

り
、保
護
者
が
共
働
き
な
ど
で
、

安
全
・
安
心
な
放
課
後
の
居
場

所
を
必
要
と
し
て
い
る
児
童
へ

の
支
援
に
つ
い
て
も
、あ
わ
せ

て
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
こ
と

か
ら
事
務
を
移
管
す
る
も
の
。

◆
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー
及
び
狭

　
山
市
駅
西
口
市
民
広
場
の
指

　
定
管
理
者
の
指
定

Ｑ
　
指
定
管
理
者
候
補
者
か
ら

出
さ
れ
た
新
し
い
提
案
は
。

Ａ
　
喫
茶
・
軽
食
コ
ー
ナ
ー
で

の
飲
食
の
提
供
と
併
せ
た
狭
山

茶
な
ど
の
市
内
特
産
物
や
地
場

産
の
野
菜
な
ど
の
物
販
や
、入

り
口
付
近
を
利
用
し
た
野の
だ
て点
に

よ
る
茶
会
や
音
楽
イ
ベ
ン
ト
な

ど
の
開
催
の
提
案
が
あ
っ
た
。

◆
山
王
小
学
童
保
育
室
の
指
定

　
管
理
者
の
指
定

Ｑ
　
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る

こ
と
と
な
っ
た
経
緯
、理
由
は
。

Ａ
　
現
在
は
直
営
で
運
営
し
て

い
る
が
、人
員
の
確
保
が
年
々

難
し
く
な
っ
て
お
り
、多
く
の

自
治
体
に
実
績
を
持
つ
会
社
も

増
え
、安
定
的
な
運
営
が
期
待

で
き
る
。

　
ま
た
、校
舎
内
は
直
営
、校
舎

外
は
指
定
管
理
と
し
て
お
り
、

渡
り
廊
下
が
撤
去
さ
れ
、校
舎

外
の
建
物
と
な
っ
た
こ
と
か

ら
、指
定
管
理
者
の
運
営
を
検

討
し
た
も
の
で
あ
る
。
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組
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一
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す
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決

行
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組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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可
決

保
健
・
福
祉
部
門
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体
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強
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保
健
・
福
祉
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門
と
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も
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支
援
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主
な
議
案
審
議

　
第
４
回
定
例
会
で
は
、
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
改
正
、
一
般
会
計
補
正
予
算
、

各
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
な
ど
、
21
議
案
が
市
長
か
ら
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
議
長
を

除
く
21
人
の
議
員
で
採
決
し
た
結
果
、
原
案
の
と
お
り
可
決
・
同
意
し
ま
し
た
。

（
採
決
の
結
果
は
４
ペ
ー
ジ
）

（変更などがある部のみを抜粋）

（ 3 ）

議案質疑

◆
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一

　
部
改
正

国
民
健
康
保
険
税
の
賦
課
限
度

額
、
税
率
な
ど
を
改
定
す
る
も
の

Ｑ
　
税
率
を
引
き
上
げ
る
こ
と

と
し
た
理
由
は
。

Ａ
　
加
入
者
の
減
少
や
保
険
税

収
入
の
伸
び
悩
み
に
よ
り
財
政

運
営
は
厳
し
い
状
況
に
あ
り
、

ま
た
、医
療
技
術
の
高
度
化
に

よ
り
一
人
当
た
り
の
医
療
費
も

増
加
し
て
い
る
。

　
加
え
て
、埼
玉
県
国
民
健
康

保
険
運
営
方
針
に
お
い
て
、県

内
の
市
町
村
は
令
和
８
年
度
ま

で
に
法
定
外
の
一
般
会
計
繰
入

金
を
解
消
す
る
こ
と
を
求
め
ら

れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

Ｑ
　
未
就
学
児
の
均
等
割
の
軽

減
と
は
。

Ａ
　
納
税
義
務
者
の
属
す
る
世

帯
内
に
未
就
学
児
が
い
る
場
合

に
均
等
割
額
の
２
分
の
１
が
軽

減
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
な
お
、法
定
軽
減
の
７
割
、５

割
、２
割
軽
減
該
当
の
場
合
に

は
、減
額
後
の
均
等
割
額
の
２

分
の
１
が
軽
減
さ
れ
る
。

◆
武
道
館
条
例
の
一
部
改
正

武
道
館
の
移
転
に
伴
い
、
使
用

料
の
額
な
ど
を
定
め
る
も
の

Ｑ
　
使
用
料
を
徴
収
す
る
こ
と

と
し
た
理
由
は
。

Ａ
　
今
回
の
武
道
館
整
備
に
あ

た
り
、本
市
の
公
の
施
設
と
し

て
、今
後
も
必
要
と
な
る
行
政
サ

ー
ビ
ス
を
継
続
し
て
提
供
し
て

い
く
た
め
の
協
議
を
し
て
き
た
。

こ
の
中
で
受
益
者
負
担
の
原
則

に
し
た
が
い
徴
収
す
る
こ
と
と

し
た
も
の
で
あ
る
。

Ｑ
　
目
的
外
利
用
の
許
可
が
規

定
に
追
加
さ
れ
た
経
緯
は
。

Ａ
　
武
道
大
会
な
ど
の
開
催
に

あ
た
り
、ス
ポ
ー
ツ
用
品
メ
ー

カ
ー
な
ど
に
よ
る
グ
ッ
ズ
の
販

売
や
、観
客
な
ど
か
ら
入
場
料

を
取
っ
て
開
催
す
る
興
行
な
ど

の
利
用
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い

て
、市
民
総
合
体
育
館
の
例
に

な
ら
い
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

◆
都
市
公
園
条
例
の
一
部
改
正

智
光
山
公
園
野
外
活
動
広
場
及

び
宿
泊
棟
の
拡
充
に
伴
い
、
新

た
な
ソ
ロ
キ
ャ
ン
プ
場
・
オ
ー

ト
キ
ャ
ン
プ
場
の
使
用
料
を
定

め
、
宿
泊
棟
等
の
使
用
料
の
額

を
改
定
す
る
も
の

Ｑ
　
使
用
料
を
改
定
す
る
根
拠
は
。

Ａ
　
既
存
施
設
の
リ
ニ
ュ
ー
ア

ル
と
し
て
、宿
泊
棟
の
エ
ア
コ

ン
、ト
イ
レ
の
温
水
洗
浄
便
座
、

パ
ウ
ダ
ー
ル
ー
ム
な
ど
を
設
置

す
る
こ
と
に
よ
り
、既
存
キ
ャ

ン
プ
サ
イ
ト
を
含
め
付
加
価
値

が
大
幅
に
向
上
す
る
。こ
の
こ

と
か
ら
、他
の
類
似
施
設
と
の

競
り
合
い
か
ら
抜
け
出
せ
る
使

用
料
の
設
定
、ま
た
、将
来
も
安

定
し
て
運
営
可
能
な
使
用
料
の

設
定
を
検
討
し
定
め
た
。

Ｑ
　
定
数
、区
画
数
は
。

Ａ
　
１
区
画
８
人
の
キ
ャ
ン
プ

サ
イ
ト
が
８
区
画
で
64
人
、オ

ー
ト
キ
ャ
ン
プ
サ
イ
ト
の
１
区

画
６
人
の
一
般
サ
イ
ト
が
３
区

画
で
18
人
、オ
ー
ト
キ
ャ
ン
プ

サ
イ
ト
の
１
区
画
６
人
の
犬
同

伴
サ
イ
ト
が
２
区
画
で
12
人
、

ソ
ロ
キ
ャ
ン
プ
サ
イ
ト
が
20

人
、宿
泊
棟
は
１
号
室
が
５
人
、

２
号
室
が
10
人
、合
計
で
最
大

定
員
が
１
２
９
人
で
あ
る
。

◆
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発

　
許
可
等
の
基
準
に
関
す
る
条

　
例
の
一
部
改
正

Ｑ
　
改
正
の
概
要
及
び
影
響
を

受
け
る
市
民
へ
の
周
知
方
法
は
。

Ａ
　
自
然
災
害
に
対
応
し
た
安

全
な
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
た

め
、災
害
の
危
険
の
あ
る
急
傾

斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
始
め
と

す
る
災
害
ハ
ザ
ー
ド
エ
リ
ア
で

行
う
開
発
に
つ
い
て
、規
制
を

厳
格
化
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
該
当
す
る
土
地
所
有
者
に
、

お
知
ら
せ
文
書
を
送
付
す
る
と

と
も
に
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や

窓
口
で
周
知
を
図
る
。

◆
一
般
会
計
補
正
予
算
第
７
号

Ｑ
　
子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特

別
給
付
金
の
支
給
対
象
者
と
手

続
方
法
は
。

Ａ
　
令
和
３
年
９
月
分
の
児
童

手
当
の
受
給
者
を
は
じ
め
、平

成
15
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
18

年
４
月
１
日
の
間
に
生
ま
れ
た

高
校
生
年
齢
相
当
児
童
を
養
育

す
る
世
帯
、令
和
３
年
10
月
１

日
か
ら
令
和
４
年
３
月
31
日
ま

で
に
新
た
に
生
ま
れ
た
児
童
を

養
育
す
る
世
帯
な
ど
で
あ
り
、

い
ず
れ
の
場
合
も
児
童
手
当
法

に
よ
る
児
童
手
当
の
本
則
給
付

の
受
給
者
、も
し
く
は
そ
れ
に

準
じ
る
方
が
対
象
者
と
な
る
。

　
公
務
員
以
外
の
令
和
３
年
９

月
分
の
児
童
手
当
の
本
則
給
付

の
受
給
者
の
方
は
、申
請
の
手

続
き
が
不
要
と
な
る
。一
方
、令

和
３
年
９
月
分
の
本
則
給
付
の

受
給
者
で
、公
務
員
の
方
や
高

校
生
を
養
育
し
て
い
る
方
な
ど

は
申
請
が
必
要
と
な
り
、対
象

者
に
は
、申
請
勧
奨
通
知
を
個

別
に
発
送
す
る
。


